
発議第 ６ 号 

 

   イラン戦争がもたらす物価高・資材不足から国民の暮らしを守るための緊急対

策を求める意見書 

 

 地方自治法第９９条及び松伏町議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり

提出する。 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月１５日提出 

 

                 提出者 松伏町議会議員  吉 田 俊 一 

                 賛成者 松伏町議会議員  鈴 木   勉 

賛成者 松伏町議会議員  平 野 千 穂 
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イラン戦争がもたらす物価高・資材不足から国民の暮らしを守るための緊急対 

策を求める意見書 

 

 中東のホルムズ海峡の事実上の封鎖により、物価の高騰と資材の不足が深刻化して

います。国においては、市場任せ、個別対応にとどまらず、以下国民の暮らしを守る

ための迅速かつ抜本的な対策をとるよう強く求めます。 

 

１、物価高騰から国民の暮らしを守るため、ただちに補正予算を編成し、大胆な対策

を緊急に実施すること。物価上昇分を生活保護費や児童扶養手当などの福祉給付にす

みやかに反映させる臨時改定、物価上昇にみあった年金額に引き上げる臨時改定など

を実施すること。 

２、医療、食料、交通・物流、建設など国民生活に欠かせない分野での調達を確保す

ること。エネルギー供給危機に対応するための緊急措置法制の整備、診療報酬・介護

報酬の臨時改定と公的補助、交通・物流における燃料確保とコスト増への援助などに

取り組むこと。 

３、コストや金利の上昇による困難から中小企業と雇用を守ること。コスト上昇や借

入金利の上昇に苦しむ中小企業に対する資金繰り支援、休業を余儀なくされる中小企

業に対する休業補償や公租公課の支払い猶予措置などを実施すること。 

４、原油及び石油製品の需給を正確に把握し、供給と価格の安定に責任をもつこと。

原油、石油製品、ナフサ、エチレン等の在庫や流通に関する情報を正確に把握すると

ともに、国民に対して適時に公表する体制を構築すること。 

５、石油由来の燃料や原材料の需要抑制対策に取り組むとともに、中長期の視点にた

った省エネ・再エネの抜本強化をただちに進めること 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和 ８ 年 ６ 月１５日 
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